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衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
空
き
家
対
策
と
所
有
者
不
明
土
地
等
対
策
の
連
携
効
果
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
空
き
家
対
策
と
所
有
者
不
明
土
地
等
対
策
の
一
体
的
・
総
合
的
推
進
（
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）
」
と
し
て
示
さ

れ
た
対
策
等
の
実
施
に
関
し
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
特
定
空
家
等
（
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
空
家
等
対
策
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
空
家
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
や
管
理
不
全
空
家
等
（
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
不
全
空
家
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
改
正
法

の
施
行
後
五
年
間
で
そ
の
除
却
等
を
十
五
万
物
件
進
め
る
こ
と
、
所
有
者
不
明
土
地
（
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
不
明
土
地
を
い
う
。
）

に
つ
い
て
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三

十
八
号
）
の
施
行
後
五
年
間
で
地
域
福
利
増
進
事
業
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
福
利
増
進
事
業
を
い
う
。
）
に
よ
る

利
活
用
を
七
十
五
件
進
め
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
旨
公
表
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
地
域
の
機
能
維
持
や
経
済
活
性
化
に
ど
の
く
ら
い
貢
献
で
き
る
の
か
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か



 

２ 

 

で
は
な
い
が
、
同
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
示
さ
れ
た
対
策
等
は
、
特
定
空
家
等
の
除
却
等
の
取
組
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、

地
域
の
機
能
維
持
や
地
域
活
性
化
に
一
定
程
度
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


